
２　施設の役割

３　施設の概要

◇利用料等　　　 ◇利用時間（休館日）

金額

工業を営むもの

（渋川工業用水道）

基本料金12円/立
方メートル＋使用
料金2円/立方メー
トル

（東毛工業用水道）

基本料金33円/立
方メートル＋使用
料金2円/立方メー
トル

４　施設における実施事業

１　施設の設置根拠（法律、条例等）

　地方公営企業法、工業用水道事業法、群馬県公営企業の設置等に関する条例

(1) 設置目的
　本事業は、地下水の過剰汲み上げによる地盤沈下を防止するため、表流水による工業用水を安定的に供給し、もって県内工
業の健全な発展を図り雇用継続に貢献することを目的としている。

(2) 設置当初の状況
　整備地域の工業用水は、そのほとんどを地下水によっていたが、その量的不足から地下水位低下や地盤沈下などの問題が生
じていた。

(3) 施設を取り巻く現状
　給水地区に低廉豊富な表流水による工業用水道を供給し、地盤沈下の抑制及び地域経済の発展に寄与しており、企業活動及
び地域の雇用の確保に貢献している。事業目的・必要性は変わらない。県内の全工業用水使用量に占める渋川、東毛の両工業
用水道の割合は、渋川地区においては約55%に達し、東毛地区においては約38%に達している。

名称 １．渋川工業用水道 ２．東毛工業用水道

県直営による公の施設の管理運営状況

施設の名称 工業用水道事業

所在地 －

所管部局・課 企業局　水道課

敷地面積（所有者） 　27,482平方メートル(群馬県） 　50,101平方メートル(群馬県）

主な施設（床面積、階数等)
　浄水場計画給水能力120,000立方メート
ル／日、送水管路34キロメートル

　浄水場計画給水能力128,500立方メートル／日、送水
管路155キロメートル

所在地
浄水場：渋川市白井957
給水区域：前橋市、渋川市、高崎市、吉岡
町の各一部

浄水場：太田市高林南町1-7
給水区域：太田市、伊勢崎市、館林市、板倉町、明和
町、千代田町、大泉町、邑楽町

設置年月日 　昭和40年8月 　昭和53年10月

区分

　24時間365日（年中無休）継続して給水を行う。

　工業用水の供給

建設費 　7,865,000千円 　32,491,000千円

備考



５　管理運営コストの状況
　　施設の管理運営に係る収支
①渋川工業用水道 （千円）

５年度（決算額） ４年度（決算額） ３年度（決算額） ２年度（決算額） 元年度（決算額） H30年度（決算額） H29年度（決算額）

617,716 616,084 580,345 580,634 584,230 587,513 581,384

使用料 562,490 560,769 529,854 529,452 533,234 531,875 528,745

雑入 55,226 55,315 50,491 51,182 50,996 55,638 52,639

576,519 607,215 576,208 489,554 493,188 520,297 477,249

常勤職員 68,653 72,388 73,452 81,966 70,912 64,467 74,289

非常勤職員 10,472 4,549 4,157 3,962 3,560 3,485 3,581

修繕費 65,738 69,578 50,390 27,322 33,442 42,575 29,058

委託費 85,012 85,309 83,103 66,653 64,409 68,256 60,655

その他 346,644 375,391 365,106 309,651 320,865 341,514 309,666

41,197 8,869 4,137 91,080 91,042 67,216 104,135

②東毛工業用水道

５年度（決算額） ４年度（決算額） ３年度（決算額） ２年度（決算額） 元年度（決算額） H30年度（決算額） H29年度（決算額）

1,121,184 1,125,847 1,140,103 1,130,179 1,133,548 1,202,986 1,204,788

使用料 1,046,665 1,049,013 1,064,147 1,055,027 1,057,818 1,127,836 1,137,722

雑入 74,519 76,834 75,956 75,152 75,730 75,150 67,066

931,664 952,268 928,681 964,074 869,097 838,537 859,727

常勤職員 100,984 107,101 90,492 93,152 81,182 81,015 80,063

非常勤職員 14,964 7,297 6,380 5,994 5,608 5,588 5,594

修繕費 66,532 72,998 73,619 159,772 92,841 41,055 48,199

委託費 103,228 93,926 106,237 78,664 78,000 65,527 73,726

その他 645,956 670,946 651,953 626,492 611,466 645,352 652,145

189,520 173,579 211,422 166,105 264,451 364,449 345,061

区　　分

歳　入（①）　

歳　出（②）　

歳　出（②）　

歳入・歳出の差額（①－②）

歳入・歳出の主な増減理
由

歳入・歳出の差額（①－②）

歳入・歳出の主な増減理
由

区　　分

歳　入（①）　



６　職員の状況（各年度４月１日現在） （人）
①渋川工業用水道

５年度 ４年度 ３年度 ２年度 元年度 H30年度 H29年度

10 10 11 11 10 9 9

2 2 2 2 2 2 2

12 12 13 13 12 11 11

①東毛工業用水道

５年度 ４年度 ３年度 ２年度 元年度 H30年度 H29年度

14 14 12 12 10 10 10

3 3 3 3 3 3 3

17 17 15 15 13 13 13

７　施設利用の状況
　　年度別

５年度 ４年度 ３年度 ２年度 元年度 H30年度 H29年度

160 160 162 160 160 166 166

渋川工業用水道 95 95 95 95 95 95 95

東毛工業用水道 65 65 67 66 66 71 71

- - - - - - -

常勤職員

非常勤職員

合　　計

区　　分

施設稼働率（％）

常勤職員

非常勤職員

合　　計

目標稼働率（％）

稼働率対象施設（設備） 　協定量／浄水場の計画給水能力

利用者の主な増減理由 　受水企業との協定量の増減による



８　必要性及び管理運営方法についての方向性

区
分

施
設
の
必
要
性

指
定
管
理
者
制
度

業
務
等
の
見
直
し

施
設
運
営
に
当
た
っ
て
の
課
題

　工業用水道事業は、国土保全面・産業基盤面・地域振興面などから、県が責任を持って実施する事業と考える。
　現在のところ指定管理者制度を導入する予定はないが、他の事業体及び民間企業の参入状況を注視し、必要に応じて
第三者委託等について検討することとしたい。

　水需要が減少する一方で、老朽化等に対する設備更新需要は高まっており、より効率的な運営方法を検討していく必要
がある。
　浄水場の運転監視業務については、民間事業者に委託している。

　供給開始より45年以上経過し、老朽化に伴う管路における漏水事故が増加するなど、本格的な施設の更新時期を迎えており、今後
の更新需要の増大が見込まれる。

内　　　　　容

　工業用水道事業は、低廉豊富な工業用水を安定的に供給し、県内工業の振興発展に寄与するとともに、環境及び国土
の保全を図る地盤沈下対策事業として重要な役割を果たしている。


